
共通・品質・
出来形・写真

本文/新旧
ページ

（本文のみ）
編章節条項 現行公開中 訂正後 訂正時期

出来形管理基準 本文 Ⅰ－11 3-2-3-4 令和4年5月

出来形管理基準 本文 Ⅰ－26 3-2-4-4-1 令和4年5月

出来形管理基準 本文 I-157
9-1-4
(本体）

令和4年6月

出来形管理基準 本文 Ⅰ－159
9-1-4
(副ダム）

令和4年5月

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所規　格　値 測　　定　　基　　準
測　定　項

目
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４ 矢板工〔指定仮設・
任意仮設は除く〕

（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コン クリート矢
板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）

根入長

変位ℓ 100

基準高▽ ±50
基準高は施工延長40ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は50ｍ）につき１ヶ所、延長40
ｍ（又は50ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。
変位は、施工延長20ｍ（測点間隔25ｍ
の場合は25ｍ）につき１ヶ所、延長20
ｍ（又は25ｍ）以下のものは１施工箇
所につき２ヶ所。

ℓ

ℓ

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所
測　定　項

目
規　格　値 測　　定　　基　　準

設計値以上

±50
基準高は施工延長40m（測点間隔25mの
場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（ま
たは50m）以下のものは1施工箇所につ
き2ヶ所。
変位は、施工延長20m（測点間隔25mの
場合は25m）につき1ヶ所、延長20m（ま
たは25m）以下のものは1施工箇所につ
き2ヶ所。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」に基づき出来形管理を実
施する場合は、同要領に規定する計測
精度・計測密度を満たす計測方法によ
り出来形管理を実施することができ
る。
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任意仮設は除く）

（鋼矢板）
（軽量鋼矢板）
（コン クリート矢
板）
（広幅鋼矢板）
（可とう鋼矢板）
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根入長

基準高▽ ℓ

ℓ

傾斜

Ｄ／4以内かつ100以内

1／100以内

根入長 設計値以上

偏心量ｄ
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４ １ 既製杭工

（既製コンクリート
杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

基準高▽ ±50
全数について杭中心で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形管理
要領（案）」の規定による測点の管理
方法を用いることができる。
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偏心量ｄ Ｄ／4以内かつ100以内

傾斜 1／100以内

±50
全数について杭中心で測定。

「３次元計測技術を用いた出来形要領
（案）」に基づき出来形管理を実施す
る場合は、同要領に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施することができる。
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共通・品質・
出来形・写真

本文/新旧
ページ

（本文のみ）
編章節条項 現行公開中 訂正後 訂正時期

出来形管理基準 本文 Ⅰ－183 10-6-5-3 令和4年5月

品質管理基準及
び規格値

本文 Ⅱ－59

41　鉄筋挿
入工

施工

必須

【試験項目】
引き抜き試験
（受入れ試験）
引き抜き試験
（適合性試験）

【試験項目】
引抜き試験
（受入れ試験）

令和4年9月

品質管理基準及
び規格値

本文 Ⅱ－59

41　鉄筋挿
入工

施工

その他

【試験項目】
適合性試験

【試験項目】
引抜き試験
（適合性試験）

令和4年9月

品質管理基準及
び規格値

新旧

41　鉄筋挿
入工

施工

必須

【試験項目】
引き抜き試験
（受入れ試験）
引き抜き試験
（適合性試験）

【試験項目】
引抜き試験
（受入れ試験）

令和4年9月

品質管理基準及
び規格値

新旧

41　鉄筋挿
入工

施工

その他

【試験項目】
適合性試験

【試験項目】
引抜き試験
（適合性試験）

令和4年9月

品質管理基準及
び規格値

新旧

7　基礎工

施工

必須

支持層の確
認

【適用基準】
道路橋示方書・同解説下部構造Ⅳ編　平成29年11月　P456～P458

【適用基準】
道路橋示方書・同解説下部構造Ⅳ編　平成29年11月　P478～P479

令和4年9月

品質管理基準及
び規格値

新旧

9　既製杭工
（中堀り杭工
コンクリート
打設方式）

施工

必須

孔底処理

【適用基準】
道路橋示方書・同解説下部構造Ⅳ編　平成29年11月P502

【適用基準】
杭基礎設計便覧　令和2年9月　P455～P458

令和4年9月

－50

厚さｔ 設計値以上

延長Ｌ

幅ｗ（全幅）

10-6-5-3覆工コンクリート工
基準高▽（拱頂） ±50

―

（1） 基準高、幅、高さは、施工40mに
つき1ヶ所。
（2） 厚さ
（ｲ） コンクリート打設前の巻立空間
を1打設長の終点を図に示す各点で測
定。中間部はコンクリート打設口で測
定。
（ﾛ） コンクリート打設後、覆工コン
クリートについて1打設長の端面（施工
継手の位置）において、図に示す各点
の巻厚測定を行う。
（ﾊ） 検測孔による巻厚の測定は図の
（1）は40mに1ヶ所、（2）～（3）は
100mに1ヶ所の割合で行う。

なお、トンネル延長が100m以下のも
のについては、1トンネル当たり2ヶ所
以上の検測孔による測定を行う。

ただし、以下の場合には、左記の規
格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付コン
クリートの部分的な突出で、設計覆工
厚の3分の1以下のもの。

なお、変形が収束しているものに限
る。
・異常土圧による覆工厚不足で、型枠
の据付け時には安定が確認されかつ別
途構造的に覆工の安全が確認されてい
る場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突
出。

計測手法については、従来管理のほ
かに「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）トンネル工編」で規定
する出来形計測性能を有する機器を用
いることが出来る。
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－50

厚さｔ 設計値以上

延長Ｌ ―

±50
（1） 基準高、幅、高さは、施工40mに
つき1ヶ所。
（2） 厚さ
（ｲ） コンクリート打設前の巻立空間
を1打設長の終点を図に示す各点で測
定。中間部はコンクリート打設口で測
定。
（ﾛ） コンクリート打設後、覆工コン
クリートについて1打設長の端面（施工
継手の位置）において、図に示す各点
の巻厚測定を行う。
（ﾊ） 検測孔による巻厚の測定は図の
（1）は40mに1ヶ所、（2）～（3）は
100mに1ヶ所の割合で行う。
　

なお、トンネル延長が100m以下のも
のについては、1トンネル当たり2ヶ所
以上の検測孔による測定を行う。

ただし、以下の場合には、左記の規
格値は適用除外とする。
・良好な地山における岩又は吹付コン
クリートの部分的な突出で、設計覆工
厚の3分の1以下のもの。

なお、変形が収束しているものに限
る。
・異常土圧による覆工厚不足で、型枠
の据付け時には安定が確認されかつ別
途構造的に覆工の安全が確認されてい
る場合。
・鋼アーチ支保工、ロックボルトの突
出。

計測手法については、従来管理のほ
かに「３次元計測技術を用いた出来形
管理要領（案）」で規定する出来形計
測性能を有する機器を用いることが出
来る。
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共通・品質・
出来形・写真

本文/新旧
ページ

（本文のみ）
編章節条項 現行公開中 訂正後 訂正時期

写真管理基準 本文 Ⅲ－29 3-2-6-13 令和4年5月

撮影項目 撮影頻度[時期]

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）舗装工編
多点計測技術（面管理の場合）」
による場合は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

工　　　　　種

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

13 2 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

3-2-6-13

編 章 節 条
枝
番

写真管理項目
摘　要

撮影項目 撮影頻度[時期]

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「３次元計測技術を用いた
出来形管理要領（案）」による場合
は
各層毎１工事に１回
〔整正後〕

3-2-6-13３
土
木
工
事
共
通
編
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施
工

６
一
般
舗
装
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13 2 薄層カラー舗装工
（上層路盤工）
粒度調整路盤工

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

章 節 条 摘　要編


